
第１号議案

新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正

新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１７６号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４４条の２」を「第２４４条の２第１項」に改める。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

名称 位置 対象車両

新城駅前第一自転車駐車場 新城市字宮ノ前２５番

地２

自転車

新城駅前第二自転車駐車場 新城市字宮ノ前２６番

地

原動機付自転車・自転

車

野田城駅前自転車駐車場 新城市野田字東浄悦４

番地２

自転車

茶臼山駅前自転車駐車場 新城市富永字四条１５

番地２

自転車

長篠城駅前自転車駐車場 新城市長篠字森下６番

地７

自動二輪車・原動機付

自転車・自転車

長篠城駅前駐車場 新城市長篠字森下１９

番地１０

自動車

本長篠駅前駐車場 新城市長篠字段子２８

番地２

自動車・自動二輪車・

原動機付自転車・自転

車



附 則

この条例は、令和元年７月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、新城駅前に新たに自転車駐車場を設置する等のため必要が

あるからである。



第２号議案

新城市税条例等の一部改正

新城市税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市税条例等の一部を改正する条例

（新城市税条例の一部改正）

第１条 新城市税条例（平成１７年新城市条例第９１号）の一部を次のように改正す

る。

第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、

第５項の次に次の１項を加える。

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第

１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第

１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のう

ち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、

「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得

税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公

的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨



第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」

に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に改

める。

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同条第

８項」に、「第８項」を「第９項」に、「においては」を「には」に改める。

附則第１５条の２に次の３項を加える。

２ 愛知県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定

を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。

）に基づき当該判断をするものとする。

３ 愛知県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１５条の

４の規定により読み替えられた第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、当該事実

が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の

軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた

法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取

得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。

附則第１５条の２を附則第１５条の２の２とし、附則第１５条の次に次の１条を

加える。



（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含

む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において

同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から

令和２年９月３０日までの間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」と

いう。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車

税の環境性能割を課さない。

附則第１５条の６に次の１項を加える。

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条の４（第２

号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得

が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるの

は、「１００分の１」とする。

附則第１６条第１項中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指

定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を

加え、同条第２項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「平

成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分」を「令和

２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年３月３１

日まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のよう

に改める。

附則第１６条第３項中「３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として

用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。）」を「法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のもの」に、「軽自動車が平成２９年４月１日

から平成３０年３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

第２号ア(イ) ３，９００円 １，０００円

第２号ア(ｳ)ａ ６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

第２号ア(ｳ)ｂ ３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円



令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽

自動車税」の次に「の種別割」を加え、「軽自動車が平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日まで」に、「平成３１年度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次

のように改める。

附則第１６条第４項中「３輪以上の軽自動車」を「ガソリン軽自動車のうち３輪

以上のもの」に、「軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」

を「ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平

成３０年度分」を「令和２年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を

加え、「軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を「ガソ

リン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」に、「平成３１年

度分」を「令和３年度分」に改め、同項の表を次のように改める。

附則第１６条の２の見出し及び同条第１項から第３項までの規定中「軽自動車税」

の次に「の種別割」を加え、同条第４項を削る。

第２条 新城市税条例の一部を次のように改正する。

第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、

自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が

第２号ア(イ) ３，９００円 ２，０００円

第２号ア(ｳ)ａ ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

第２号ア(ｳ)ｂ ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

第２号ア(イ) ３，９００円 ３，０００円

第２号ア(ｳ)ａ ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

第２号ア(ｳ)ｂ ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円



令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。

（新城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 新城市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年新城市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。

第１条のうち、新城市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１項」を

「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」を

「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中「次項」の次

に「及び第１２項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定

（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」

を加え、同改正規定に次のように加える。

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方

税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合

で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認め

られる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することにつ

いて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告に

ついては、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５条の４第２項の申請書

を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該

税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載

した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長

が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間そ

の他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、

当該期間の開始の日の１５日前までに、これを市長に提出しなければならない。



１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第

１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規

則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の８

第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出

書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告に

ついては、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以

後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出書

の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の

３第２項において準用する場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出

書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項

の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。

附則第２条第３項中「第１２項」を「第１７項」に改める。

（新城市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 新城市税条例の一部を改正する条例（平成３１年新城市条例第１号）の一部

を次のように改正する。

第８２条の改正規定を次のように改める。

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税

の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号を次のように改める。

⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車

ア 軽自動車

(ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円

(イ) ３輪のもの 年額 ３，９００円

(ウ) ４輪以上のもの

ａ 乗用のもの

営業用 年額 ６，９００円



自家用 年額 １０，８００円

ｂ 貨物用のもの

営業用 年額 ３，８００円

自家用 年額 ５，０００円

イ 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円

(イ) その他のもの 年額 ５，９００円

附則第１５条の次に５条を加える改正規定（附則第１５条の６第２項に係る部分

に限る。）中「については」の次に「、当分の間」を加え、附則第１６条第１項の

改正規定中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の

法第４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運送

車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにお

いて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」を「法附則

第３０条」に、「平成３１年度分」を「当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第３条及び第４条の規定 公布の日

⑵ 第１条中新城市税条例第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項と

し、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並びに第３６条の

３の２、第３６条の３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに次条の規定

令和２年１月１日

⑶ 第２条中新城市税条例第２４条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年１

月１日

⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和３年４

月１日

（市民税に関する経過措置）



第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の新城市税条例（次項及び第３項にお

いて「２年新条例」という。）第３６条の２第６項の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場

合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度

分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例によ

る。

２ ２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、前

条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新城市税条例第３６条の

２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第３６条の３の２第１項及び

第２項に規定する申告書について適用する。

３ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の

日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６

号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項

において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新

所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２

年新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の新城市税条例第２４条第１項

（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定（附則第１条第２号に掲げる規

定を除く。）による改正後の新城市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）

の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日以後に取得

された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用す

る。

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第５条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の新城市税条例の規定は、令和

３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽



自動車税の種別割については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い、環境負荷の少ない軽自動車に

ついて、軽自動車税の種別割の税率の軽減措置を講ずる等のため必要があるからであ

る。



第３号議案

新城市副市長の給料の特例に関する条例の制定

新城市副市長の給料の特例に関する条例を次のように定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市副市長の給料の特例に関する条例

副市長の給料月額は、令和元年７月１日から同年９月３０日までの間において、新

城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１７年新城市条例

第５４号）第３条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に１００分の１０

を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）を減じた額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

２ この条例は、令和元年９月３０日限り、その効力を失う。

理 由

この案を提出するのは、職員の不祥事に対して監督責任のある副市長の給料の減額

措置を講ずるため必要があるからである。



第４号議案

新城市ふるさと創生基金の設置及び管理に関する条例の廃止

新城市ふるさと創生基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように

定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市ふるさと創生基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

新城市ふるさと創生基金の設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第

７２号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、新城市ふるさと創生基金を廃止するため必要があるからで

ある。



第５号議案

新城市火災予防条例の一部改正

新城市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市火災予防条例の一部を改正する条例

新城市火災予防条例（平成１７年新城市条例第２３６号）の一部を次のように改正

する。

目次中「・第３４条の５」を削る。

第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年

法律第１８５号）第２０条第１項に規定する日本産業規格をいう。）」に改める。

第１８条第１項第１号中「の各号」を削る。

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め、同条中

第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

⑹ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第３

条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したとき。

「第２節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準」を「第２節 指定可燃物等の貯

蔵及び取扱いの技術上の基準等」に改める。

第３４条の４第１項中「（３）項から（５）項まで、（６）項イ」を「（４）項、

（５）項、（６）項イ（４）」に改め、同条第４項中「。以下「規則」という。」を

削る。

第３４条の５を削る。

第３８条第３項中「屋外広場」を「屋上広場」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。



⑴ 第１６条第１項の改正規定 令和元年７月１日

⑵ 第３４条の４第１項の改正規定 令和元年１０月１日

理 由

この案を提出するのは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関す

る基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除の要件を加

える等のため必要があるからである。



第６号議案

新城市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正

新城市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

新城市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年新城市条例第１０５号）の一

部を次のように改正する。

第１４条を次のように改める。

（保証人及び利率）

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

る。

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、

据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年１パー

セントとする。

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同

条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第１４条及び第１５条

第３項の規定は、平成３１年４月１日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世

帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

理 由

この案を提出するのは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害

援護資金の貸付利率を引き下げる等のため必要があるからである。



第７号議案

新城市遺児手当の支給に関する条例の一部改正

新城市遺児手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市遺児手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

新城市遺児手当の支給に関する条例（平成１７年新城市条例第１１２号）の一部を

次のように改正する。

第３条第２項第３号中「第２条第１項第２号」を「前条第１項第２号」に改める。

第６条第２項中「７月、１１月及び３月の３期にそれぞれその月」を「１月、３月、

５月、７月、９月及び１１月の６期にそれぞれその前月」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例中第３条第２項第３号の改正規定は公布の日から、第６条第２項の改正

規定は令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和元年８月分の遺児手当については、この条例による改正後の第６条第２項（た

だし書を除く。）の規定にかかわらず、同年１１月に支給するものとする。

理 由

この案を提出するのは、児童扶養手当法の一部改正に伴い、遺児手当の支給方法を

変更する等のため必要があるからである。



第８号議案

新城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

新城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように定めるものとする。

令和元年６月１３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

新城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年新

城市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「認定こども園」を「保育所」に、「附則第６条において」を「以

下」に改め、「幼稚園をいう」の次に「。以下同じ」を加え、「保育所」を「認定こ

ども園」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないことができる。

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適

切に確保しなければならない。

⑴ 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の

設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。）

⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設で

あって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保

育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

第１６条第２項第３号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附則第２条

第２項において同じ」を削る。

第４５条に次の１項を加える。

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定

する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第３条において「特



例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実

施されるものに限る。）」を削る。

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、家庭的保育事業者等による連携施設の確保の例外に係る基準を定める等のた

め必要があるからである。


